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研究要旨： 

東日本大震災後、防災政策の際、特に配慮が必要となる者は災害時要配慮者（以下、要

配慮者と記す）と定義された。本研究は、先行研究から、要配慮者に関する対象の範囲や

平常時の対応体制、実際の対応状況、情報共有体制の現状について明らかにすることを目 

的とした。要配慮者の範囲は、高齢者や障害者等各自治体が共通している対象者とその他

各自治体が認めている対象者も追加されており。自治体によって違いがあった。整備して

いた対応体制としては、食糧の備蓄等や福祉避難所の開設に対し平常時の対応が不十分で

あることが述べられていた。また、実際の災害時の対応状況については、福祉避難所に

指定され開設した経過と特徴について述べられてた。情報共有体制の現状については、

情報システムについて報告されていた。福祉避難所に関して、関係者が協働で具体的

な防災計画を策定しそれに基づく訓練が必要である。 

 

 

Ａ．背景と目的 

 平成 17 年防災白書で、国は、建物の耐震

化等の予防・減災、防災訓練等の事前準備、

災害直後の救急・救援等の災害応急対応、

復旧・復興から構成される防災サイクルの

あらゆる局面において関係機関が連携して

行う「総合的な防災政策」の推進が重要で

あることを示している 1)。 

 その防災政策の際、特に配慮が必要とな

るのが「災害時要配慮者」（以下、要配慮

者）である。要配慮者は、過去の災害、特

に東日本大震災において高齢者や障害者な

どの被害者が多かったことから、2013 年 6

月の災害対策基本法の一部改正により「災

害時要援護者」に代わり改められて定義さ

れた。要配慮者は高齢者、障害者、乳幼児

その他の特に配慮を要する者と定義されて

いる（災害対策基本法改正法第 8 条 2 項 15

号）2）が、具体的な対象者について国の明

確な規定はないことから、各自治体により

異なると推測される。 

 そこで、本研究は、要配慮者に対する防

災政策の実施のために、自治体が示す要配

慮者の範囲と先行文献に防災サイクルにお 

ける要配慮者への対応の現状を把握し、そ

の課題することを目的とする。特に、防災

サイクルにおける要配慮者への対応の現状

については、防災サイクルの事前準備や救

急応急対応を中心に災害発生直後の行政機

能が十分に機能していない時期において、

要配慮者に対して支援を行った行政機関や

福祉避難所等が整備していた対応体制、実

際の災害時の対応状況、情報共有体制の現

状等について検討する。 

  

Ｂ．研究方法 

 要配慮者の対象者については、都と県、

政令指定都市の Web 上において検索する。 

文献収集は、国立情報学研究所論文情報

ナビゲータ（CiNii）と医学中央雑誌 Web

版、Google Scholar をデータベースとし

て、「要配慮者」×「災害」のキーワー

ドを基本に、「行政」、「支援」、「体
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制」、「避難」、「情報」を追加して検

索した。そして、重複する文献を除き、

今回の研究の目的に合致する文献を抽出

し分析対象とした。なお、出版年は災害

対策基本法の一部改正で要配慮者と改め

られた 2016 年以降の文献で、個人情報や

プライバシーの保護を厳守した文献と限

定した。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

１．自治体における要配慮者の範囲 

災害対策基本法の一部改正による要配

慮者の定義をもとに、各自治体で要配慮

の具体例、主な症状などを決めている。

自治体の要配慮者に関する支援ガイドや

マニュアル、計画などにおいて、共通し

ている要配慮者の対象者は、高齢者、乳

幼児、妊産婦、肢体不自由者、視覚障害

者、聴覚障害者、知的障害者、精神障害

者、内部障害者、外国人であった。さら

に、高次脳機能障害者、妊産婦（概ね妊

娠後期）のうち昼間単身者（親との同居世

帯等は除く）、共働き又は一人親家庭等の

若年児童などを対象者としている自治体

もあった。3) 4) 5) 6) 7) 8) （表１)   

要配慮者は、防災政策において特に配慮

を要するものとされていることから、地域

にどのような人が何人くらい住んでいるの

など住民の特性を把握して要配慮者の範囲

を決めていく必要があると考える。そのた

めには、自治体の中の危機管理や防災対策

関係の部署だけでなく、保健や福祉、国保

など住民の特性がわかる関係部署と共に検

討することが必要で、居住地や人数等も含

めた具体的な把握につながると考える 
 

２．整備していた対応体制 

 国は、災害時に備えて職員が迅速・的

確な対応スキルを身につける手法として

訓練の実施を推奨している。訓練の効果

について、首藤らは、3 時間半程度の「状

況付与型」の図上訓練を日本全国 83 市町

村にて行い、災害発生直後の災害対策本

部における職員の防災対応スキル向上を

図る上で有効であったと述べている 9)。 

 「状況付与型」の図上訓練の際、参加

職員は被災地や被災者の状況をイメージ

しながら訓練を実施している可能性が極

めて高いと思われ、防災対応スキル向上

だけでなく、危機意識も高くなると考え

られる。 

食事・栄養に関する災害時要配慮者への

支援体制について、上田らは東日本大震災

から 2 年半後の全国の都道府県、保健所

設置市および特別区、市町村の自治体に

対して、調査を行った。その結果、緊急

時の連絡先や受け入れ先の確保、特殊食

品の備蓄など家庭における災害時の備え

について指導や助言を行っている自治体

の割合は、高齢者と身体・知的・精神障

害者は 2 割で、乳幼児、特定疾患患者、

妊産婦は 1 割であったこと 10）、特殊食品

については、備蓄計画に盛り込んでいる

自治体は 33.7％であった 11）と報告して

いる。また、上田らは特殊食品の需要状

況を把握するシステムの作成と入手方法

の検討をしている割合は、地域防災計画

の策定に行政栄養士が関わっている自治

体は，関わっていない自治体に比べて有

意に高かった 10)と述べている。 

東日本大震災時、発災直後から食糧や飲

料水をはじめとする物資が不足し、栄養

の偏りが問題となったことなど過去の災

害の教訓を生かして、自治体は住民に対

する防災対策をおこなうことが必要と考

える。さらに、行政栄養士だけでなく、

保健・医療・福祉の専門家が地域防災計

画策定に関わることで、栄養だけでなく、

さまざまな点において実践的で効果的な

計画が策定できると考える。 

福祉避難所については、厚生労働省の

調査によれば、全国で福祉避難所を指定
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している自治体は、平成 26 年 10 月 1 日

現在 45％であった 12) 。また、金井らは、

2016年の四国 4県における福祉避難所の

運営等に関する実態調査を実施した結果、

施設設備や要配慮者要の備蓄が「できて

いる」と回答した施設が 6 割以上あった

が、運営機能や医療機関等との連携、要

配慮者への支援方法が「できていない」

と回答した施設が 8 割近くあったことを

明らかにし、多くの福祉避難所が開設で

きない恐れがあることが判明された 13)と

福祉避難所の整備状況について指摘して

いる。 

 よって、要配慮者に応じた避難生活の

ためには、平常時に福祉避難所の開設か

ら運営、避難者の移動や対応などに関し、

自治体と関係者が協働・連携し訓練をし

ておくことが重要であると考える。 

 

３．実際の災害時の対応状況 

 平成 24 年広島土砂災害、平成 27 年関

東・東北豪雨、平成 28 年熊本地震の災害

における災害発生後の対応状況がほとん

どであった。 

岡田らは、2014 年に発生した広島土砂

災害で福祉的対応をとった福祉避難所等

の開設状況について、行政が福祉難所協

定を結んでいる施設に福祉事務所を開設

することを要請したケース、事前に協定

を結んでいたが当初行政から開設の依頼

がなく要配慮者を移送したケアマネジャ

－が行政に掛け合って福祉避難所が実現

されたケース、事前に協定を結んでおら

ず行政に要配慮者の受入を申し出た施設

が福祉避難所として追認されるケース、

近隣の福祉施設や民間の事業所から任意

受入の申し出がなされ自主的に避難者の

避難生活場所を提供したケースがあった
14)と報告している。 

福祉避難所の状況として、福祉施設を

利用した場合、公共施設を利用した場合

特別支援学校を利用した場合の状況が報

告されている。福祉避難所を開設した福

祉施設について上田らは、受入可能人数

が決められていて空き部屋やベッドがほ

とんどなかった 10)と述べている。避難者

の入所を取り扱っていない公共施設の福

祉避難所の開設と運営の状況の特徴につ

いて菅原らは、公共施設であったことか

ら住民へ施設を開放したこと、施設収容

スぺ―スが確保でき発電機や断水中でも

トイレが使えたこと、食料や風呂サービ

スなど近隣の資源を活用できていたこと、

収容可能な要配慮者の限界を認識して過

剰な受け入れを行わなかったことなど 15)

を報告している。特別支援学校における

福祉避難所の状況について菅原らは、特

別支援学校の特徴的な施設の造りや、障

害に関する専門知識・技術を有した教職

員体制があることから、要配慮者の避難

生活の場として優位性がある 16)と述べて

いる。  

避難所の避難者の受入時期と受入期間

について、岡田らは、受入時期は、外見

上の必要性から判断されがちであり、重

度の要介護高齢者や身体障害者が優先さ

れ、受入期間は、対処後の行き先の確保

や症状の重度化に関係が深い 14) と述べ

ている。 

 避難者が福祉避難所への移動について、

多くの福祉避難所所設置・運営マニュア

ルにおいて、要配慮者が一旦、一次避難

所へ避難した後に、保健師によって必要

と判断された場合にのみ福祉避難所へ移

送される手順が示されている。岡田らは、

実際広島土砂災害では、日頃からディサ

ービスや在宅介護を受けている高齢者は、

施設からケアマネジャ－主導により、自 

宅から直接福祉避難所へ移動した 14)と報

告している。 

 災害発災後の在宅高齢者についても、

平成 27 年常総市鬼怒川水害対応に関す 
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る検証報告書において、災害時要援護者

対策計画が作成されていなかったことや

避難所開設・運営に保健福祉部の人的リ

ソースが割かれたことなどにより、在宅

高齢者支援等が手薄となった 17)と報告さ

れている。 

 自治体は、平常時から避難形態に関わ

らず要配慮者に対する具体的な支援計画

を策定し訓練等を実施しておく必要があ

る。また、平常時の地域の特性と要配慮

者の生活や心身の状況を基に、災害の規

模や被災地の状況を想定し、避難発生後

に福祉避難所となりえる施設等の開拓と

確保について検討しておく必要があると

考える。さらに福祉避難所として適切と

判断した施設に対し、施設の関係者や保

健医療福祉の関係者等とともに要配慮者

の具体的な受け入れから運営、対応まで

を検討・協議し、福祉避難所の確保に努

めることが重要であると考える。 

 

４．情報共有体制の現状 

難病の方の個人の情報について、西澤

は、難病、特に在宅の神経難病を対象と

した個別の災害時支援計画の策定につい

て、個人情報保護への誤解、各自治体の

情報共有の不備、当事者の問題意識など

により、計画策定が依然として進んでい

ない 18)と述べている。 

 地域の情報について、楊らは、横浜市

（政令市）全域を対象にマクロ的な視点

から人口分布と災害ハザードの関係を整

理し、要配慮者種類ごとの全体状況を把

握したことから、昼間人口の推計なども

行い詳細な曝露人口分布の把握が必要で

ある 19)と述べている。（図 1） 

災害時の情報に関して、２つのシステ

ムが報告されている。 

１つは、被災地の支援活動の一環とし

ての e コミュニティ・プラットフォーム

（以下，e コミマップという）である。

これは、情報の利活用と発信を支援する

ための情報基盤として防災科学技術研究

所がオープンソースで開発してきた Web

ベースの情報システムで、インターネッ

ト上での文書や画像等の情報発信が容易

に可能な CMS である。e コミグループウ

ェアと、地図作成やマッシュアップ、地

図情報共有が可能な Webベースの GIS（地

理情報システム）である e コミマップで

構成される 20)。実際、李らは、関東・東

北豪雨で被害を受けた被災地において、e 

コミマップを利用し，府省庁や自治体， 

研究機関等の様々な被災地支援の関係機

関から出される情報の統合・共有を通じ

て，同市の災害対応や被災者支援を行う

複数の組織間の連携による被害の軽減を

図った 21）と報告している。(図 2） 

１つは、避難所情報共有システム COCOA

である。これは各避難所における避難者

数のリアルタイム把握、効率的な避難者

名簿の作成による要配慮者の容易な把握 

などにより、時系列的な状況変化に応じ 

た効率的な避難所運営を支援するシステ

ムである。沼田らは、石巻市総合防災訓

練において各避難所と災害対策本部の情

報共有を支援し、効率時な避難所運営を

実施することを目的として COCOA を用い

た検証を行い、時系列的な状況変化に応

じた効率的な避難所運営が実施できるこ

とが確認された 22）と報告している。 

(図 3) 

災害発生直後から、要配慮者に応じた

迅速な支援を行うためには、情報収集・

分析・提供・共有をタイムリーかつ適切

におこなう必要がある。そのためには、

平常時に、要配慮者に該当する者の状態

別に、個人情報やプライバシーに配慮し

た名簿作成や具体的な支援計画を策定し

ておくことが大切である。さらに、情報

を可視化できる e コミマップや COCOA と
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災害時に活用できるように、訓練や演習

を行ってことが重要であると考える。 

 

Ｅ．結論 

 災害時要配慮者と定義されたのが 2013

年であったことからか、災害時要配慮者

に関する文献は災害時要援護者に関する

文献より少なかった。自治体におけるよ

う配慮者の範囲については各自治体で統

一されたものではなかった。また、要配

慮者に対して行政機関や福祉避難所等が

整備していた対応体制として、地域防災

計画策定への専門職の関わりや状況付与

型の訓練が有効であったことや、福祉避

難所開設の運営機能等が不十分であった

ことが述べられていた。災害時の対応状

況としては、福祉避難所のいろいろな開

設の仕方や受入時期と受入期間、福祉避

難所となった施設の特徴、人的リソース

の問題について述べられていた。情報共

有体制の現状については、情報システム

について報告されていた。 

  

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 

特になし 

２．学会発表 

特になし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 
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資料 

表１ 自治体による要配慮者の対象者 

自治体  表記されている要配慮者 
 
東京都 
 
 

①高齢者 ②肢体不自由者 ③乳幼児 ④妊産婦 ⑤傷病者  
⑥視覚障害の方 ⑦聴覚障害の方 ⑧知的障害の方 ⑨児童 ⑩外国人 

⑪精神障害の方 ⑫内部障害の方 ⑬在宅人工呼吸器使用者 
東京都防災ホームページ 

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/bousai/000027/1000303.html 
 
愛知県 
 

①一人暮らし高齢者 ②寝たきり高齢者 ③認知症高齢者 ④視覚障害者 

⑤聴覚平衡障害・音声・言語障害者 ⑥盲ろう者 ⑦肢体不自由者  
⑧内部障害者・難病患者等 ⑨知的障害者 ⑩発達障害者 ⑪精神障害者  
⑫高次脳機能障害者 ⑬妊産婦 ⑭乳幼児 ⑮外国人 
市町村のための災害時要配慮者支援体制構築マニュアル 
  https://www.pref.aichi.jp/chiikifukushii/manual.pdf 

岐阜県 (定義) 

情報の受信・理解・判断・行動などの各段階でハンディキャップを有する者 

(具体的) 

①高齢者 ②身体障がい者 ③知的障がい者 ④精神障がい者  

⑤常時得熱な医療等を必要とする在宅療養者（人工透析を受けている者、難病

等の者（医療機器等装着している者）、低肺機能者（酸素吸入が必要な者） 

⑥外国人 ⑦乳幼児（0～5 歳児）  

⑧妊産婦（概ね妊娠後期）のうち昼間単身者（親との同居世帯等は除く）  

⑨共働き又は一人親家庭等の若年児童  

災害時要配慮者支援マニュアル 
https://www.pref.gufu.lg.jp/kodomo/iryo/saigai-iryo/11221 

/yoengosya.data/H29_youhairyosha-manyuaru.pdf 
 
京都府 
 

(主な症状) 

①自分の身を察知できない  

②危険を察知できる権利を受け取ることができない  

③身の危険を察知できても救助者に伝えられない  

④危険を知らせる情報を受け取っても対応行動ができない  

⑤避難所生活で福祉的な支援が必要 

(具体例) 

①支援が必要な高齢者（ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、ねたきり高齢

者、認知症高齢者等）②視覚障害者 ③聴覚障害者 ④手や足に障害がある人

⑤内部障害者 ⑥知的障害者 ⑦精神障害者 ⑧発達障害者  

⑨難病者・希少難病者 ⑩妊産婦・乳幼児  

⑪日本語の理解が十分でない外国人 ⑫支援が必要なけが人 

災害時要配慮者支援指針 
  https://www.pref.kyouto.jp/fukushi-hinan/shishin.html 

 
千葉市 
 

①高齢者 ②聴覚平衡障害 ③聴覚・言語障害者 ④肢体不自由者  
⑤内部障害者 ⑥知的障害者 ⑦発達障害者 ⑧精神障害者  
⑨難病障害者 ⑩乳幼児 ⑪妊産婦 ⑫外国人等 ⑬災害時負傷者 
⑭災害孤児等 ⑮地理に不案内な旅行者等 
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千葉市災害時要配慮者支援計画 
  https://www.city.chiba.jp/somu/kikikanri/youengo_keikaku.html 

 
岡山市 
 

①手足の不自由な人 ②目の不自由な人 ③耳の不自由な人  
④音声・言語障害の人 ⑤内臓機能に障害のある人  
⑥知的障害の人・発達障害（自閉症など）の人 ⑦精神障害の人  

⑧認知症の人 ⑨支援の必要な高齢者 ⑩乳幼児・産婦・妊婦 

要配慮者支援ガイド 
  https://www.city.okayama.jp/soumu/bousai/bousai_00166.html 

 
 
       

 

 
 
 
 
 
 

 

図１ 要配慮者の震度曝露人口の割合が高い地域防災拠点区
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図３ 訓練時に COCOA に表示された画面 

図２ e コミュニティ・プラットフォーム 
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